
付録 35 

薬物とアルコール 

違法薬物およびアルコール飲料に関しては、いかなる妥協も認められない。これらは「忌まわ

しい行為、そして悪魔の仕業」と呼ばれる。（5:90）。 

2:219 および 5:90 では、「酩酊させるもの、賭博、偶像の祭壇、そして運任せの遊戯」が厳し

く禁じられていることが示されてる。 

酩酊させるものに使われている語は「Khamr（ハムル）」であり、その語根である「Khamara

（ハムラ）」は「覆う」という意味を持つ。 

したがって、心を覆い、妨げるものはすべて禁止される。 

これは、精神を変化させるあらゆるものを含みます。たとえば、マリファナ、ヘロイン、コカイ

ン、アルコール、ハシシ、そして精神に影響を与えるその他すべてのものが含まれる。 

 


